
都市計画法に基づく都市計画提案手続き要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、都市計画法（以下「法」という。）第21条の２の規定に基づく県に対する都市計

画の決定又は変更の提案（以下「計画提案」という。）に係る手続きに関し必要な事項を定めるもの

とする。 

 

（提案） 

第２条 県に提案することができる都市計画は、都市計画法に規定する県が定める都市計画（法第６条

の２及び第７条の２に規定する都市計画を除く。）とする。 

 

（事前相談等） 

第３条 計画提案を行おうとする者（以下「計画提案者」という。）は、当該計画提案に係る都市計画

の素案の内容等について、必要に応じ県に事前に相談するよう努めるものとする。 

２ 県は、前項の事前相談があったときは、当該計画提案に係る都市計画の素案の内容や計画提案の手

続き等について助言及び指導を行うものとする。 

３ 県は、必要があると認めるときは、当該計画提案に係る都市計画の素案の内容について、関係市町

村及び関係行政機関等と事前調整を行うものとする。 

４ 県は、前項の事前調整を行おうとするときに必要があると認めるときは、計画提案者の協力を求め

るものとする。 

５ 計画提案者は、当該計画提案に係る都市計画の素案の内容等について、地権者及び周辺住民等へ十

分な説明を行い理解を得るよう努めるものとする。 

 

（市町村との連携） 

第４条 県は、計画提案に係る手続き等において、必要があると認めるときは、関係市町村と連携し、

手続きを行うものとする。 

 

（提案書の提出等） 

第５条 計画提案は、法第21条の２の規定に基づき行うものとする。 

２ 計画提案を行おうとする者（以下「計画提案者」という。）は、次に掲げる書類等を県に提出す

るものとする。 

 (1) 都市計画法施行規則第13条の４第１項に規定する提案書（様式１）、同項各号に掲げる図書（同

項第１号の都市計画の素案は、都市計画の種類、名称、位置及び区域等が具体的に記載された書類

（様式２）及び図面（原則として1/2,500の都市計画図）とする。同項第２号の書類は様式３によ

る。） 

 (2) 計画提案に係る法第21条の３の判断のために必要な資料 

  ① 周辺環境への影響に関する調書（様式４） 

  ②  地権者及び周辺住民等への説明に関する調書（様式５） 

  ③ その他必要と認められるもの 

 



（評価基準） 

第６条 当該計画提案に係る法第21条の３の判断は次に掲げる基準に基づき、総合的に評価・判断する

ものとする。 

 (1) 都市計画法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであるこ

と。 

 (2) 県及び当該市町村のまちづくりに関する方針に適合するものであること。 

 (3) 周辺環境への影響に配慮されていること。 

 (4) 地権者及び周辺住民等への説明が十分行われており、理解が得られていること。 

 

（土地所有者等の同意） 

第７条 法第21条の２第３項の土地所有者等の「３分の２以上同意」の規定に適合するか否かの判断

は、次に掲げるところより行うものとする。 

 (1) 権利者 当該計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地（国又は地方公共団体の所有し

ている土地で公共施設の用に供されているものを除く。）の区域内の土地について所有権又は建物

の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権（臨時設備その他一時使用のため設

定されたことが明らかなものを除く。）を有する者を権利者とし、同意した権利者の数が権利者の

総数の３分の２以上であること。ただし、一筆の土地について複数の名義人がある場合は、それぞ

れの名義人の共有持分に応じた数を当該土地の権利者の数とする。 

 (2) 地積 同意した権利者が所有するその区域内の土地の地積と同意した権利者が有する借地権の

目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的

となっている土地の総地積との合計の３分の２以上であること。ただし、一筆の土地について複数

の名義人がある場合は、それぞれの名義人の共有持分に応じた地積を当該権利者の地積とする。 

 (3) 法第21条の２第３項第２号の同意を得たことを証する書類（様式３）については、一筆ごとに権

利名、権利者の住所、氏名、連絡先を明記するものとし、当該計画提案に係る都市計画の素案の対

象となる土地の不動産登記法第14条の地図又は地図に準ずる図面の写し及び登記事項証明書（い

ずれも交付後３ヶ月以内のもの）を添付するものとする。ただし、登記が終了していない場合は、

その権利関係を証明する書類を添付するものとする。 

 

（都市計画決定等の判断） 

第８条 計画提案に係る法第21条の３の判断は、第６条の評価基準に基づき「神奈川県都市計画提案評

価検討会議（以下「会議」という。）」において行うものとする。 

２ 県は、前項の会議において、計画提案に係る法第21条の３の判断を行おうとするときは、あらかじ

め、当該計画提案に係る関係市町村の意見を聴くものとする。 

３ 県は、計画提案に係る法第21条の３の判断を行ったときは、その要旨を計画提案者に連絡するもの

とする。 

４ 計画提案者は、前項の連絡を受けた後、その内容について意見がある場合には、指定期日までに書

面で提出するものとする。 

 

（都市計画決定等） 

第９条 会議において、計画提案を踏まえた都市計画（計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部又



は一部を実現することとなる都市計画をいう。以下同じ。）の決定又は変更をする必要があると判断

したときは、県は都市計画の案を作成し、都市計画の決定又は変更の手続きを行うものとする。 

２ 会議において、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、

県は法第21条の５に規定する措置を講ずるものとする。 

 

   附 則 

 この要領は、平成15年12月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成17年３月７日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成18年８月30日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、令和３年３月５日から施行する。



様式１ 

 年 月 日 

 神奈川県知事 殿 

 

都市計画提案書 

 

 このことについて、別添のとおり都市計画の決定（変更）を提案します。 

 

 計画提案者（団体） 
 

  

氏名（団体名） 

 

                                                     

 

住        所 

 

 

連   絡   先 

 

 

 ※ 計画提案者が団体の場合は、法人の登記事項証明書並びに定款又は寄付行為を添付する。 



様式２ 

都市計画の素案の概要 
 

 提案に係る都市計画 

（ 種 類 ・ 名 称 ）  

 

位              置  

面              積  

提案の内容・理由   

そ   の   他 

(全体の筆数･地権者数等) 

(そ の 他 特 記 事 項 )  

 

 



様式３ 

 

土地所有者等の同意書 
 

所 在 地 番  

面    積  

権  利  名  

氏      名                                                        

住      所                                     （連絡先） 

 当該土地に関するその他の権利者１ 

 権  利  名  

権 利 者 名  

権利者住所  

 当該土地に関するその他の権利者２ 

 権  利  名  

権 利 者 名  

権利者住所  

 ◆添付書類 

 ◆備考 

 

※本人確認書類の写し等を添付してください。 



  様式４  
周辺環境への影響に関する調書 

 年 月 日    
 
 

 項 目 検討した内容について記述  

１ 自然環境への影響  

 1) 大気  

 2) 騒音  

 3) 振動  

 4) 水質  

 5) 地形・地質  

 6) その他  

２ 生物への影響  

 1) 動物  

 2) 植物  

 3) 生態系  

３ 生活環境への影響  

 1) 景観  

 2) 日照  

 3) 電波  

 4) 廃棄物等  

 5) 周辺生活基盤 
   （交通、水道、下水 
     道、公園等） 

 

 6) その他  

 

 



  様式５  

地権者及び周辺住民等への説明に関する調書 

 

 

  １ 説明会等の実施状況 
 

 日時 場所 対象 参加人数 説明内容 備考  

      

      

      

 

 

  ２ 周知の方法 

    (1) 周知対象 

   

   (2) 周知の方法 

   

    (3) 周知内容 

 

   

  ３ 説明会等での参加者の意見と提案者の見解 
 

 意見内容 意見者の種別 

（地権者、周辺住民等） 

意見に対する提案者の見解  

   

   

   

 

 

  ４ その他 

   ・説明会等で配付した資料、周知のために作成したチラシを１部添付してください。 

   ・説明会等で出された意見及び提案者の見解に関する補足資料などについて、必要に応じて１部 

  添付してください。 

 


